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本
法
律
案
は
、
地
域
の
人
口
の
減
少
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
機
関
等
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
た

 

め
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

 

１　

金
融
機
関
等
が
国
の
資
本
参
加
の
申
込
み
を
す
る
期
限
を
廃
止
し
て
当
分
の
間
の
措
置
と
す
る
。

２　

大
規
模
な
災
害
又
は
感
染
症
の
ま
ん
延
等
に
起
因
す
る
地
域
の
金
融
機
能
の
維
持
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
と
し

て
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
影
響
に
よ
り
、
自
己
資
本
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
金
融
機
関
等
が

国
の
資
本
参
加
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
は
、
経
営
強
化
計
画
等
の
記
載
事
項
の
一
部
を
不
要
と
す
る
等
の
特
例
を
創
設

 

す
る
。

３　

主
と
し
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
地
域
に
お
け
る
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
の

た
め
に
必
要
な
事
業
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
し
て
組
織
再
編
成
等
を
含
む
措
置
を
実
施
す
る
金
融
機
関
等
に
対
し
て
預
金



二

保
険
機
構
が
資
金
を
交
付
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
申
請
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る
。 

４　

金
融
機
関
等
が
共
同
で
利
用
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
設
計
又
は
開
発
を
実
施
す
る
金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
当
該

金
融
機
関
等
が
提
出
す
る
共
同
化
措
置
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
の
実
施
に
よ
り
業
務
の
合
理
化
及
び
収
益
性
の
向

上
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
当
該
共
同
化
措
置
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
方
策
が
地
域
に
お
け
る
経
済
の
活
性
化
の
た
め
に

 

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
、
預
金
保
険
機
構
が
資
金
を
交
付
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。

 

二
、
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

 

金
融
機
関
等
が
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
の
申
請
を
す
る
期
限
を
廃
止
し
て
当
分
の
間
の
措
置
と
す
る
。

 

三
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

協
同
組
織
金
融
機
関
が
資
本
金
等
の
額
を
減
少
し
て
公
的
優
先
出
資
以
外
の
一
般
の
優
先
出
資
を
消
却
す
る
こ
と
を
可
能

 

と
す
る
。

 

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
一
１
、
一
３
及
び
二
に
係
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


